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結核症の活動性分類の改定について
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結 核症 の活 動性 分類 は,IUATの 疫 学小 委員会の提

案(1957)1)な どを基 礎 に,わ が国 にお いて は岡病型 と

の関係(1958)2),学 研分 類 との関係(1959)3)に つ いて

の浅羽 の研究 があ り,労 働結核研究協議会を中心 とした

検 討結 果 は,第3回 日本胸部疾患学会(1963)4)に おい

て千葉が 「結核症 の活動性分類」 と して特別講演をお こ

なっている。 これ らの知見を もとに第2回 結核実態全国

調査(1958)に 採 用 され た後,行 政的 にもとりあげ られ

厚生省公衆衛生局長 よりの通知 「結核予防法 によ る登録

及 び管理検診実施要領 につ いて」(昭 和36年12月13日

衛発第984号)で 登録時の病状な どを ビジブル ・カー ド

に記入す る際 には活動性分類5)に よ るよ う求 めてお り,

今 日まで各種統計 に利用 されて きた。

しか し,そ の後 アメ リカにおいてはNTA分 類 は しば

しば改定が試み られてお り,わ が国において も結核蔓延

状況の改善 に伴い現行 の活動性分類 の変更 を求 め られて

いる。

表1　 結核活 動性分類

(厚生省通知 よ り:1961)

活動性肺結核

活動性感染性(a.広 汎空洞型,

b.そ の他の病型)

活動性非感染性

活動性肺外結核

不活動性結核

活動性未定

治癒

現行 の分類で は活動性す なわ ち医療の要否 とい う臨床

的 な目的 と,感 染性 という公衆衛生的な 目的の両面を持

つ とと もに,「結 核症 の全体像をみ るため」 とい うこと

でエ ックス線所見 のみ な らず結核菌検査所見な らびに臨

床所見が相互 の整 合性 が十分 に吟味 されないままにとり

いれられ総合的に判 断される こととな っている。 しか し,

「感染 性」で あ る有 空洞例 の中に菌陰性空洞が含 まれた

り,菌 が陽性 であ って も気管支鏡検査 による塗抹陽性 は

必ず しも感染性 とは考 えがたいなどが現在 の混乱の一部

であ る。

そ こで当委員会 は,現 在 の結核状況 を反映す る区分 に

改め るため協議 を重 ねてきたが,現 行 の分類の普及状況

を考 えた とき基本 的統計 の連続性 な らびに現場の混乱を

避 けるため実務上 の最低限 の要請 に応え るにとどめ るこ

ととした。関係各機関 の配慮を願 うものであ る。 また,

結核菌検査 は以前 に もま して重要性が高 いと考え られ る

ので検査 の精度管理 を図 るなどの施策の充実を併 せて要

望す る もので ある。

この分類 は,結 核患者の登録(発 見 ・治療開始)時 の

病状 がその後 の管理 に関 し最 も重要な指標であ ることを

前提 と して作成 した。 したが って,適 正 医療(治 療方法

の選択),感 染防止対策(定 期外健康診 断の要否),登 録

より削除す る基準 などについては別 に定 めるべき ものと

考え る。

記

1.　結核症を活動性 肺結核,活 動性肺外結核,不 活動

性結核,初 感染結核(い わゆ る 「マル初」)に 区分す る。

2.　活動性肺結核 は,登 録(発 病,発 見,治 療開始)

時の菌検査の成績 によ り,喀 痰結核菌塗抹陽性,そ の他

の結核菌陽性,非 定型抗酸菌陽性,菌 陰性 ・その他 に区

分す る。

3.　既往 の医療 の状況 よ り,初 回治療,再 治療の区分

を付記 する。

留 意 事 項

1.　「活動性結核」:臨 床所見,エ ックス線所見,細 菌
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学 的所 見などか ら総合的 に検討 して化学療法 を必要 と認

め られる ものをい う。

エ ックス線所見 は過去 の写真 と比較読影 によ り診断 す

ることが望 ま しい。

細菌学的所見で菌陽 性例 は原則 的に活 動性 とす るが偽

陽性 に留意の上判定す る。

2.　「不活動性結核」:活 動 性 「未定」 もしくは 「疑い」

を含む。

3.　「初感染結核」:化 学予防の対象 とな るものであ っ

て,本 来 の初感染結核 と区別す るため 「結核初感染」な

どと呼称 を変更す る こと。

4.　臨床所見 な らびにエ ックス線所見 よ り結核症 が強

く疑 われ るとき,菌 陰性 である ことによ り結核症 の診断

が遅れぬよ う留意 す ること。

また菌検査(こ とに塗抹検査)の 精度管理 の状況 を十

分把握す る必要があ る。

5.　「その他の結核菌陽性」:喀 痰塗抹陰性で培 養また

はそれ に準ず る方法 による陽性例,な らび に喀痰以外の

検体 による菌陽性例を含むが,気 管支内視鏡な どによる

検査 の取 り扱 いに関 して は本委員会の報告6)を 参照す る

こと。

6.　「非定型抗酸菌陽性」:国 療非定型抗酸菌症共同研

究班 などの診 断基準 を参考 に して治療 を要す ると判断 さ

れ る患者 について非定型抗酸菌 の排菌状況 によ り区分す

る。

臨床的に意味のない と思われ る排菌 は非定型抗酸菌陽

性 と して区分 しない。

非定型抗酸菌症 は患者登録時 は活動性肺結核 とされる

ことが多 いが,非 定 型抗酸菌症 と判明 した ときは新たな

区分 を設 け別掲 とす るのが適当で ある。

7.　「菌陰性 ・その他」:そ の他 には菌検査の結果が判

明 していない ものを含 む。

8.　「治癒 」 も し くは 「な し」 は結核症で はな いので

区分 は設 けない。
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